
別紙様式第 21号 

令和元年9月26日 

 

一般社団法人 投 資 信 託 協 会 会 長 殿 

 

（（商号又は名称）アムンディ・ジャパン株式会社 

（代表者）代表取締役副社長 ニコラ・ソヴァーヂュ㊞ 

    

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則

第 10条第１項第 17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

  （１）資本金の額 

本書提出日現在           資本金の額            12 億円 

                        発行可能株式総数    9,000,000 株 

                          発行済株式総数      2,400,000 株 

      

直近 5 年間における資本金の額の増減はありません。 

 

  （２）委託会社の概況 

①委託会社の意思決定機構 

当社業務執行の最高機関としてある取締役会は 3 名以上の取締役で構成されます。 

取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。 

取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。そ

の決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。



②投資運用の意思決定機構 

 

・当社で開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および運用戦略を決定しま

す。 

・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議において、資

産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。 

・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを行います。 

・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタリング結果等に

ついて報告を行います。 

・インベストメント・レビュー委員会（月次開催）では、プロダクトごとのより詳細な運用状況を報告し、改善施

策の検討や運用方針の確認を行います。 

・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開催し、運用ガイドラ

イン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およびパフォーマンス結果等をフィード

バックします。 

・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。 

・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。また投資環境急

変時には臨時会合を召集します。 

 

前記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 



２．事業の内容及び営業の概況 

① 事業の内容 

委託会社である当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証

券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務

および投資助言・代理業務を行っています。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務

および第二種金融商品取引業務を行っています。 

 

② 営業の概況 

令和元年8月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。 

種    類 本 数 
純 資 産 

 (百 万 円) 

単位型株式投資信託 10 49,891

追加型株式投資信託 167 1,870,157

合 計 177 1,920,048

  

 

３．委託会社等の経理状況 

(1)委託会社である当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵

省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令

第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取

引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。 

 

(2)財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。 

 

(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度(平成30年1月1日から平成30

年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 

 

 また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度に係る中間会計期間(平成31年1

月1日から令和元年6月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を

受けております。 

 

 

 

 

 

 

 

























 

 

公開日    令和元年10月11日 

作成基準日  令和元年8月30日 

 
本店所在地  東京都千代田区内幸町1 丁目 2 番 2 号 
お問い合わせ先      マーケティング・デジタルグループ 

ドキュメンテーション部 

 


